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（第３０条－第３２条） 

第６章 削除 

第７章 雑則（第３５条－第４０条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，法令に特別の定めがあるもののほか，

県民の消費生活に関し，消費者と事業者との間の情報の

質及び量並びに交渉力等の格差を踏まえつつ，消費者の

利益の擁護及び増進に関する施策の推進に関し，基本理

念を定め，県及び事業者の果たすべき責務並びに事業者

団体，消費者及び消費者団体の果たすべき役割を明らか

にするとともに，消費者の利益の擁護及び増進に関する

施策その他必要な施策を定めることにより，県民の消費

生活の安定及び向上を促進することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の推進

は，県民の消費生活における基本的需要が満たされ，そ

の健全な生活環境が確保される中で，次に掲げる消費者

の権利が尊重されるようにするとともに，消費者の年齢

その他の特性に配慮しつつ，消費者が自らの利益の擁護

及び増進のために自主的かつ合理的に行動することがで

きるよう消費者の自立を支援することを基本として行わ

れなければならない。 

一 商品又は役務により，生命，身体又は財産が侵され

ない権利 

二 商品又は役務について，不当な取引条件を強制され

ず，不当な取引行為を行わせない権利 

三 商品又は役務を適切に選択し，適正に使用又は利用

をするため適正な表示を行わせる権利 

四 消費生活を営むために必要な情報が速やかに提供

される権利 

五 消費生活に関する学習の機会が提供される権利 

六 消費者の意見が県の施策及び事業者の事業活動に適

切に反映される権利 

七 商品若しくは役務又はこれらの取引行為により不当

に受けた被害から速やかに救済される権利 

（県の責務） 

第３条 県は，前条に規定する基本理念にのつとり，県民

の消費生活の安定及び向上を促進するための施策を総合

的に策定し，及びこれを実施するものとする。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は，第２条に規定する基本理念を踏まえ，

その供給する商品及び役務について，次に掲げる責務を

有する。 

一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を

確保すること。 

二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供す

ること。 

三 消費者との取引に際して，消費者の知識，経験及び

財産の状況等に配慮すること。 

四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理

するために必要な体制の整備等に努め，当該苦情を適

切に処理すること。 

五 県が実施する消費生活に関する施策に協力するこ

と。 

２ 事業者は，消費者に供給する商品及び役務について，

環境の保全に配慮するとともに，当該商品及び役務につ

いて品質等を向上させ，その事業活動に関し自らが遵守

すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保

するよう努めなければならない。 

（事業者団体の役割） 

第４条の２ 事業者団体は，事業者の自主的な取組みを尊

重しつつ，事業者と消費者との間に生じる苦情の処理の

体制の整備，事業者自らがその事業活動に関し遵守すべ

き基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するた

めの自主的な活動に努めるものとする。 

（消費者の役割） 

第５条 消費者は，自ら消費生活に必要な知識を修得し，

自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。 

２ 消費者は，消費生活に関し，環境の保全及び知的財産

権等の適正な保護に配慮するよう努めるものとする。 

（消費者団体の役割） 

第５条の２ 消費者団体は，消費生活に関する情報の収集

及び提供並びに意見の表明，消費者に対する啓発及び教

育，消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の

消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ

自主的な活動に努めるものとする。 

（市町との連携） 

第５条の３ 県は，この条例に定める施策の実施について，

市町の協力を求めるものとする。 

２ 県は，市町が実施する消費生活の安定及び向上に関す

る施策について，必要な情報の提供及び技術的支援その

他の協力を行うものとする。 

（啓発活動及び消費者教育の推進） 

第６条 県は，消費者の自立を支援するため，消費生活に

関する情報提供及び知識の普及等消費者に対する啓発活

動を推進するとともに，消費生活に関する教育を充実す

るよう必要な施策を講ずるものとする。 

（消費生活相談等） 

第６条の二 消費者安全法（平成二十一年法律第五十号）

第十条第一項の機関は，環境県民局に置かれる同法第八

条第一項各号に掲げる事務及びこの条例に基づき知事が

行う事務を分掌する内部組織（以下「消費生活担当課」

という。）とする。 

２ 消費生活担当課に，前項に規定する事務を掌理する長

及び必要な職員を置く。 

３ 消費生活担当課の名称及び住所並びに消費者安全法第

十条の三第二項に規定する消費生活相談の事務を行う日

及び時間は，広島県報で公示するものとする。公示した

事項を変更しようとするときも同様とする。 

広島県民の消費生活の安定と向上を 

促進する条例 

（昭和５１年３月２９日条例第１号） 
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４ 知事は，消費者安全法第八条第一項各号に掲げる事務

の実施により得られた情報の漏えい，滅失又は毀損の防

止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を

講じるものとする。 

 

第２章 広島県消費生活審議会及び広島県消費者苦情処理

委員会の設置 

（広島県消費生活審議会の設置） 

第７条 知事の諮問に応じ，県民の消費生活に関する重要

事項を調査審議するため，知事の附属機関として広島県

消費生活審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

（審議会の組織） 

第８条 審議会は，委員２０人以内で組織する。 

２ 審議会の委員は，次に掲げる者のうちから知事が任命

する。 

一 消費者を代表する者 

二 事業者を代表する者 

三 市町を代表する者 

四 学識経験を有する者 

（審議会の委員の任期等） 

第９条 審議会の委員の任期は，２年とする。ただし，補

欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 審議会の委員は，再任されることができる。 

（審議会の会長） 

第１０条 審議会に会長を置き，委員の互選によつてこれ

を定める。 

２ 会長は，会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは，会長があらかじめ指名する

委員が，その職務を代理する。 

（部会） 

第１１条 審議会に，部会を置くことができる。 

２ 部会に部会長を置き，会長の指名する委員がこれに当

たる。 

３ 部会に属すべき委員は，会長が指名する。 

（審議会の庶務） 

第１２条 審議会の庶務は，環境県民局において処理する。 

（広島県消費者苦情処理委員会の設置） 

第１３条 事業者が消費者に供給する商品又は役務に関し

消費者から生じた苦情（以下「消費者苦情」という。）を

解決するための調停を行うほか，消費者が事業者を相手

に提起する訴訟の援助に関する事項を調査審議するため，

知事の附属機関として広島県消費者苦情処理委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

（委員会の組織） 

第１４条 委員会は，委員５人で組織する。 

２ 委員会の委員は，学識経験を有する者のうちから知事

が任命する。 

（準用） 

第１５条 第９条，第１０条及び第１２条の規定は，委員

会について準用する。 

（委任） 

第１６条 この章に定めるもののほか，審議会及び委員会

の運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

 

第３章 消費者の権利の擁護及び増進に関する施策 

（危害の防止） 

第１７条 事業者は，その欠陥により消費者の生命，身体

又は財産に危害を及ぼすことが明らかな商品又は役務

（以下「欠陥商品等」という。）を供給してはならない。 

２ 事業者は，消費者に供給した商品又は役務が欠陥商品

等であることが明らかになつたときは，直ちに知事にそ

の旨を報告するとともに，当該商品又は役務の供給の中

止，当該商品の回収又は周知その他危害を防止するため

必要な措置を講じなければならない。 

第１８条 知事は，事業者が消費者に供給する商品又は役

務が，その欠陥により消費者の生命，身体又は財産に危

害を及ぼすおそれがあると認めるときは，速やかに必要

な調査を行うものとする。 

２ 知事は，前項の規定による調査の結果，当該調査の対

象となつた商品又は役務が欠陥商品等であると認めると

きは，当該商品又は役務を供給している事業者に対し，

その旨を通知するとともに，前条第２項に規定する措置

を講ずるよう指導し，又は勧告するものとする。 

３ 知事は，前項の規定により勧告した場合において必要

があると認めるときは，当該勧告を受けた事業者に対し，

当該勧告に基づいて講じた措置及びその結果について，

報告を求めることができる。 

（危害防止のための立証要求） 

第１８条の２ 知事は，前条第１項の調査の結果又は途中

において，事業者が消費者に供給する商品又は役務が，

その欠陥により消費者の生命又は身体に重大な危害を及

ぼすおそれがあると認めるときは，その商品又は役務を

供給する事業者に対し，資料の提出その他の方法により，

その商品又は役務が安全であることの立証を要求するこ

とができる。 

（緊急危害防止措置） 

第１８条の３ 知事は，事業者が消費者に供給する商品又

は役務が，その欠陥により消費者の生命又は身体に重大

な危害を及ぼすおそれがあると認める場合において，当

該危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは，

法令に定める措置をとる場合を除き，当該商品又は役務

の名称，これを供給する事業者の住所及び氏名又は名称

その他必要な事項を県民に明らかにするものとする。 

２ 知事が前項の規定により県民に明らかにしたときは，

当該商品又は役務を供給する事業者は，直ちに当該商品

又は役務の供給の中止，当該商品の回収又は周知その他

危害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

（品質等の表示の適正化） 

第１９条 事業者は，消費者が誤りなく商品又は役務を選

択することができるようにするため，消費者に供給する

商品又は役務について，品質，量目，価格，製造年月日

（食品にあつては，消費期限又は賞味期限），保存方法，

保証期間，事業者名等を適正に表示するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 事業者は，消費者が価格の正確な比較をすることがで

きるようにするため，消費者に供給する商品について，

基準単位量及びこれに対応する価格をわかりやすく表示

するよう努めなければならない。 

（広告の適正化） 

第１９条の２ 事業者は，消費者に供給する商品又は役務

に関する広告について，虚偽又は誇大な表現，消費者が

選択を誤るおそれのある表現その他の不適正な表現を避

け，消費者が商品又は役務を正しく選択するために必要

とする正確な情報を消費者に提供しなければならない。 

（包装の適正化） 

第２０条 事業者は，消費者に供給する商品について，環
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境の保全に配慮するとともに，消費者に誤認を与え，又

は内容物の保護若しくは品質の保全に必要な限度を超え

る包装を行わないようにしなければならない。 

（アフターサービスの適正化） 

第２１条 事業者は，消費者に供給した商品に対する修理

等のアフターサービスの徹底に努めなければならない。 

（自主基準の設定） 

第２２条 事業者は，消費者が容易に商品又は役務の選択

ができるようにするため，消費者に供給する商品又は役

務について，規格，表示の基準，包装の基準その他必要

な事項に関する基準（以下単に「基準」という。）を自主

的に定めるよう努めなければならない。 

２ 知事は，事業者が前項の規定により定める基準に関し

必要な指導又は助言を行うものとする。 

（県の基準の設定） 

第２３条 知事は，消費者の利益の擁護及び増進のため特

に必要があると認めるときは，事業者が消費者に供給す

る商品又は役務について，基準を定めることができる。 

２ 知事は，前項の規定により基準を定めようとするとき

は，審議会の意見を聴くものとする。これを変更し，又

は廃止しようとするときも，同様とする。 

３ 事業者は，消費者に供給する商品又は役務が第１項の

規定により定められた基準（以下「県の基準」という。）

に適合するようにしなければならない。 

４ 知事は，事業者が消費者に供給する商品又は役務が県

の基準に適合していないと認めるときは，当該事業者に

対し，県の基準に適合した商品又は役務を消費者に供給

するよう指導し，又は勧告するものとする。 

（試験，検査等の実施） 

第２４条 知事は，消費者の利益の擁護及び増進のため，

必要に応じ，事業者が消費者に供給する商品について，

試験，検査等を行うものとする。 

（不当な取引行為の禁止） 

第２４条の２ 事業者は，その供給する商品又は役務の取

引に当たつて，次の各号のいずれかに該当する行為で知

事が指定する行為（以下「不当な取引行為」という。）を

行つてはならない。 

一 消費者に対し商品又は役務の売買又は提供に係る

契約（以下「商品売買契約等」という。）の締結につ

いて勧誘しようとして，消費者に迷惑を及ぼし，又は

消費者を欺いて消費者に接触する行為 

二 消費者との商品売買契約等の締結又はその勧誘に

際して，口頭によると文書によるとを問わず，消費者

が当該商品売買契約等に関する事項を正確に認識す

ることを妨げるおそれがある行為 

三 消費者との商品売買契約等の締結又はその勧誘に

際して，契約を締結させようとして消費者に害を加え，

消費者を威迫し，又は困惑させる等消費者の自由な意

思形成を妨げるおそれがある行為 

四 消費者に不当に不利益となる内容の条項を含む商

品売買契約等を締結させる行為 

五 消費者との商品売買契約等に関し，消費者又はその

関係人を欺き，威迫し，又は困惑させる等により，商

品売買契約等（当該契約の成立，存続又はその内容に

ついて当事者間で争いのあるものを含む。）に基づく

債務の履行を請求し，又は当該債務を履行させる行為 

六 消費者との商品売買契約等に関し，法令の規定若し

くは契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を

拒否し，又は正当な理由なく遅延させる行為 

七 消費者との商品売買契約等に関し，法律上認められ

た消費者の権利の行使を妨げるおそれがある行為 

八 商品若しくは役務を販売若しくは提供する事業者

からの商品若しくは役務の購入若しくは提供を受け

ることを条件若しくは原因として信用の供与をする

契約又は保証を受託する契約（以下「与信契約等」と

いう。）について，消費者の利益を不当に害すること

を知つていた，又は知り得べきであつたにもかかわら

ず，その締結を勧誘し，若しくは締結させ，又は消費

者の利益を不当に害する方法で与信契約等に基づく

債務の履行を迫り，若しくは債務の履行をさせる行為 

（不当な取引行為の是正措置） 

第２４条の３ 知事は，事業者が不当な取引行為を行つて

いる疑いがあると認めるときは，速やかに必要な調査を

行うものとする。 

２ 知事は，前項の規定による調査の結果，当該調査の対

象となつた事業者が前条第１項に違反していると認める

ときは，当該事業者に対し，その旨を通知するとともに，

当該違反に係る是正措置を講ずるよう指導し，又は勧告

するものとする。 

３ 知事は，前項の規定により勧告した場合において必要

があると認めるときは，当該勧告を受けた事業者に対し，

当該勧告に基づいて講じた措置及びその結果について，

報告を求めることができる。 

（不当な取引の未然防止） 

第２４条の４ 知事は，事業者が不当な取引行為を行うお

それがあると認めるときは，消費者に不利益が生ずるこ

とを未然に防止するため，必要な調査又は指導を行うこ

とができる。 

２ 知事は，前項の規定による調査又は指導を行うため必

要があると認めるときは，当該事業者に対し，資料の提

出又は事情の説明を求めることができる。 

（緊急被害防止措置） 

第２４条の５ 知事は，事業者が不当な取引行為を行うこ

とにより相当多数の消費者に不利益を生じさせるおそれ

が高いと認める場合において，当該不利益の発生又は拡

大を防止するため緊急の必要があると認めるときは，当

該不当な取引行為の内容，当該不当な取引行為を行つて

いる，又は行うおそれのある事業者の氏名又は名称及び

住所その他必要な事項を県民に明らかにするものとする。 

 

第４章 苦情の処理及び訴訟の援助に関する施策 

第２５条 削除 

（知事の消費者苦情の処理） 

第２６条 知事は，消費者苦情の申出があつたときは，速

やかにその内容を調査し，当該消費者苦情を解決するた

め，あつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

この場合において，知事は，必要があると認めるときは，

当該消費者苦情に係る事業者に対し，資料の提出又は説

明を求めることができる。 

（委員会の調停） 

第２７条 知事は，前条の規定によるあつせんその他の措

置によつて解決することができなかつた消費者苦情につ

いては，これを委員会の調停に付することができる。 

２ 委員会は，調停のため必要があると認めるときは，当

事者その他の関係人の出席を求め，その意見を聴くこと

ができる。 
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（訴訟の援助） 

第２８条 知事は，消費者が事業者を相手に提起する訴訟

（民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第２７５条に

規定する和解及び民事調停法（昭和２６年法律第２２２

号)による調停を含む。以下同じ。）が，次の各号のいず

れにも該当する場合には，委員会の意見を聴いて，当該

訴訟を提起する者に対し，規則で定めるところにより，

当該訴訟に要する費用の貸付けその他の必要な援助を行

うことができる。 

一 委員会の調停によつて解決されなかつた消費者苦

情に係るものであること。 

二 一件当たりの被害額が規則で定める額以下の消費

者苦情に係るものであること。 

三 同一又は同種の被害が多数発生し，又は発生するお

それがある消費者苦情に係るものであること。 

四 その他規則で定める要件に該当するものであるこ

と。 

（貸付金の返還） 

第２９条 前条の規定により訴訟に要する費用の貸付けを

受けた者（以下「借受者」という。）は，当該訴訟が終了

したときは，規則で定めるところにより，当該貸付金を

返還しなければならない。 

２ 知事は，前項の規定にかかわらず，借受者が規則で定

めるやむを得ない理由により貸付金を返還することがで

きないと認める場合には，当該貸付金の全部又は一部の

返還を免除することができる。 

（知事への申出） 

第２９条の２ 県民は，事業者がこの条例の定めを遵守し

ていないため，消費者の権利が侵されていると信じるに

足りる相当の理由があるときは，知事に対しその旨を申

し出て，適切な措置をとるべきことを求めることができ

る。 

２ 知事は，前項の規定による申出があつたときは，その

内容を調査し，その申出に理由があると認めるときは，

この条例に基づいて適切な措置をとるものとする。 

３ 知事は，県民の消費生活の安定と向上を図るため必要

があると認めるときは，第１項の規定による申出の内容

並びにその処理の経過及び結果を県民に明らかにするこ

とができる。 

 

第５章 生活関連物資に関する施策 

（価格等の調査） 

第３０条 知事は，県民の消費生活との関連性が高い物資

（以下「生活関連物資」という。）について，必要に応じ，

その価格の動向，需給状況及び流通の実態に関し調査を

行うものとする。 

２ 事業者は，前項の規定による調査に協力するものとす

る。 

（物資の指定及び調査） 

第３１条 知事は，生活関連物資の供給が著しく不足し，

若しくは価格が著しく上昇し，又はそのおそれがある場

合において，県民の生活に重大な影響を及ぼすと認める

ときは，当該物資を特別の調査を要する物資として指定

するものとする。 

２ 知事は，前項の規定により指定された物資（以下「特

定生活関連物資」という。）について，供給の不足の原因，

価格上昇の原因その他必要な事項に関し速やかに調査す

るものとする。 

３ 知事は，第１項に規定する事態が消滅したと認めると

きは，同項の規定による指定を解除するものとする。 

（不当な事業活動の是正勧告） 

第３２条 知事は，事業者が特定生活関連物資の円滑な流

通を不当に妨げ，又は適正な利得を著しく超える価格で

これを販売していると認めるときは，当該事業者に対し，

不当な事業活動を是正するよう指導し，又は勧告するも

のとする。 

 

第６章 削除 

第３３条及び第３４条 削除 

 

第７章 雑則 

（関係行政機関への要請） 

第３５条 知事は，県民の消費生活の安定及び向上を促進

するため特に必要があると認めるときは，関係行政機関

に対し，適切な措置をとるよう要請するものとする。 

（情報提供） 

第３６条 知事は，この条例の他の規定に定めるもののほ

か，消費生活の安定及び向上を促進するため必要がある

と認めるときは，消費者からの相談又は苦情に係る商品

若しくは役務又はこれらの取引行為に関する情報，事業

者が消費者に供給する商品の試験，検査等の結果に係る

情報，委員会の調停の結果に係る情報，生活関連物資又

は特定生活関連物資の価格の動向等の調査の結果に係る

情報等を消費者に提供するものとする。 

２ 知事は，消費者の利益の擁護及び増進を図るため必要

があると認めるときは，消費者からの相談又は苦情に係

る商品若しくは役務又はこれらの取引行為に関する情報

等を事業者に提供することができる。 

（立入検査等） 

第３７条 知事は，第１８条第１項，第２４条の３第１項，

第２４条の４第１項又は第３１条第２項の規定による調

査のため必要があると認めるときは，当該調査に係る事

業者に対し報告を求め，又はその職員をして，その事務

所，事業所その他の場所に立ち入り，帳簿，書類その他

の物件を検査させ，若しくは関係人に質問させることが

できる。 

２ 前項の規定により，立入検査又は質問をする職員は，

その身分を示す証明書を携帯し，関係者の請求があつた

ときは，これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のた

めに認められたものと解釈してはならない。 

（公示） 

第３８条 知事は，次の場合には，その旨を広島県報で公

示しなければならない。 

一 第２３条第１項の規定により基準を定めた場合（当

該基準を変更し，又は廃止した場合を含む。） 

二 第２４条の２の規定により不当な取引行為を指定

した場合（当該指定内容を変更し，又は廃止した場合

を含む。） 

三 第３１条第１項の規定により特定生活関連物資の

指定をし，又は同条第３項の規定により当該指定を解

除した場合 

（公表） 

第３９条 知事は，事業者が次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは，その旨を公表することができる。 

一 第１８条第２項，第２３条第４項，第２４条の３第
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２項又は第３２条の規定による勧告に従わなかつた

とき。 

二 第３７条第１項の規定による報告をせず，若しくは

虚偽の報告をし，又は同項の規定による検査を拒み，

妨げ，若しくは忌避し，若しくは同項の規定による質

問に対し答弁をせず，若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

（委任） 

第４０条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行

に関し必要な事項は，規則で定める。 

 

附 則 略 
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消費者行政をめぐる国と県の動き（年表） 

年 主な消費者問題 国 広島県 

昭和 41 年 

（1962） 

  ●知事直属企画室の事務分掌

として「消費者行政に関する

こと」を明記 

昭和 43 年 

（1968） 

☆カネミ油症事件，ＰＣＢの

毒性が社会問題化 

○消費者保護基本法制定 

○割賦販売法改正 

 

昭和 44 年 

（1969） 

☆欠陥自動車問題   

昭和 45 年 

（1970） 

 ○ＪＡＳ法改正 

●国民生活センター設立 

 

昭和 46 年 

（1971） 

☆果実飲料等表示問題  ●消費生活センターを中区八

丁堀に設置 

昭和 47 年 

（1972） 

☆ＰＣＢ問題（行政指導によ

り製造中止） 

○景品表示法改正 

○割賦販売法改正 

○食品衛生法改正 

 

昭和 48 年 

（1973） 

☆第１次オイルショック 

☆ヤミカルテル多発 

 

○消費生活用製品安全法制定 

○生活関連物資等の買占め売

惜しみに対する緊急措置に関

する法律（買占め防止法）制

定 

○有害物資を含有する家庭用

品の規制に関する法律制定 

○化学物資の審査及び製造等

の規制に関する法律制定 

○買占め防止法改正，国民生

活安定緊急措置法制定 

●消費生活センター福山支所

開設 

●消費生活センター三次支所

開設 

昭和 51 年 

（1976） 

☆欠陥住宅問題化 

☆サラ金被害社会問題化 

○訪問販売等に関する法律

（訪問販売法）制定 

○広島県消費生活条例制定 

昭和 52 年 

（1977） 

 ○独占禁止法改正 ○広島県単位価格表示実施要

綱制定 

昭和 53 年 

（1978） 

 ○無限連鎖講の防止に関する

法律（ネズミ講防止法）制定 

○広島県地域食品認証要綱等

制定 

昭和 54 年 

（1979） 

☆第２次オイルショック  ○自動販売機により提供する

商品等の表示の基準制定 

昭和 57 年 

（1982） 

 ○海外商品市場における先物

取引の受託等に関する法律

（海先法）制定 

 

昭和 58 年 

（1983） 

☆食品添加物問題 ○貸金業の規制等に関する法

律（貸金業規制法）制定 

○広島県消費生活条例一部改

正 

昭和 59 年 

（1984） 

 ●ＰＩＯ－ＮＥＴ運用開始 

○割賦販売法改正 

 

昭和 60 年 

（1985） 

☆豊田商事事件  ●生活センターに改組（県庁

内に移転） 

昭和 61 年 

（1986） 

 ○特定商品等の預託等取引契

約に関する法律（預託法）制

定 

○有価証券に係る投資顧問業

の規制に関する法律制定 

 

昭和 62 年 

（1987） 

 ○抵当証券業の規制等に関す

る法律制定 

○広島県消費生活条例一部改

正 

○不当な取引行為を指定 

昭和 63 年 

（1988） 

☆国債ねずみ講問題化 ○ネズミ講防止法改正 

○訪問販売法律改正 
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年 主な消費者問題 国 広島県 

平成元年 

（1989） 

☆消費税導入（３％）   

平成２年 

（1990） 

☆マルチ，マルチまがい商法

被害，悪質電話勧誘苦情増加 

  

平成４年 

（1992） 

 ○ゴルフ場等に係る会員契約

の適正化に関する法律制定 

○広島県消費生活条例一部改

正 

平成５年 

（1993） 

 ○ＪＡＳ法改正  

平成６年 

（1994） 

 ○不動産特定共同事業法制定 

○製造物責任法（ＰＬ法）制

定 

 

平成７年 

（1995） 

 ○旅行業法改正 

○食品衛生法及び栄養改善法

改正 

○保険業法全部改正 

○広島県消費生活条例一部改

正 

●生活センター中区袋町に移

転 

平成８年 

（1996） 

☆大規模食中毒続出 ○訪問販売法改正 ○広島県消費生活条例一部改

正 

平成 10 年 

（1998） 

☆環境ホルモン問題 ○金融システム改革法制定 ○広島県地域食品認証要綱等

廃止 

平成 11 年 

（1999） 

☆コンピュータウィルス被害

急増 

○訪問販売法及び割賦販売法

改正 

○ＪＡＳ法改正 

○貸金業規制法改正 

 

平成 12 年 

（2000） 

☆乳製品による食中毒事件 ○消費者契約法制定 

○金融商品の販売等に関する

法律制定 

○訪問販売法改正，特定商取

引に関する法律（特定商取引

法）と改称 

○割賦販売法改正 

○広島県消費生活条例一部改

正 

平成 13 年 

（2001） 

☆電子商取引及び迷惑メール

被害急増 

☆狂牛病問題が発生 

○電子消費者契約及び電子承

諾通知に関する民法の特例に

関する法律（電子消費者契約

法）制定 

●生活センターを廃止 

●本庁組織として消費生活室

を設置（中区袋町） 

平成 14 年 

（2002） 

☆食品偽装表示事件等が多発 ○特定商取引法改正 

○ＪＡＳ法改正 

●消費生活室を県庁構内に移

転 

平成 15 年 

（2003） 

☆架空請求トラブル急増 

☆アメリカ産牛肉ＢＳＥ問題 

☆多重債務，ヤミ金が社会問

題化 

○食品安全基本法制定 

○景品表示法改正 

 

平成 16 年 

（2004） 

☆高病原性鳥インフルエンザ

の発生 

☆架空請求・成りすまし詐欺

のトラブル多発 

○特定商取引法改正 

○消費者保護基本法改正，消

費者基本法に改称 

○公益通報者保護法制定 

 

 

平成 17 年 

（2005） 

☆悪質住宅リフォーム詐欺が

多発 

☆多重債務問題深刻化 

○食育基本法制定 

○ＪＡＳ法改正 

○広島県消費生活条例一部改

正 

平成 18 年 

（2006） 

☆エレベータ事故が多発 

☆ガス瞬間湯沸かし器による

一酸化炭素中毒事故問題 

○消費者契約法改正 

○証券取引法を金融商品取引

法に改称 

○貸金業法，出資法，利息制

限法改正 

○広島県消費生活条例一部改

正 

平成 19 年 

（2007） 

☆食品表示偽造事件が多発   
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年 主な消費者問題 国 広島県 

平成 20 年 

（2008） 

☆中国産冷凍ギョウザ問題が

発生 

○特定商取引法及び割賦販売

法改正 

○景品表示法改正 

○消費生活用製品安全法改正 

○消費者契約法改正 

○消費者安全法制定 

○広島県消費生活条例一部改

正 

●消費生活課に名称変更 

平成 21 年 

（2009） 

☆劇場型勧誘被害多発 ○ＪＡＳ法改正 

○米トレーサビリティ法制定 

○海先法廃止 

●消費者庁創設 

 

平成 22 年 

（2010） 

☆貴金属等の押し買いが社会

問題化 

◎「消費者基本計画」策定 ●県内全市町に消費生活相談

窓口設置 

平成 23 年 

（2011） 

☆東日本大震災，原発事故発

生 

☆震災に便乗した商法続発 

☆放射性物資に対する不安広

がる 

●越境消費者センター開設 ◎「広島県消費者基本計画」

策定 

平成 24 年 

（2012） 

☆サクラサイト商法，劇場型

投資被害，被害を取り戻すと

いう二次被害，健康食品の送

りつけ商法多発 

☆コンプガチャ問題 

○特定商取引法改正 

○消費者教育の推進に関する

法律制定 

○消費者基本法改正 

○消費者安全法改正 

○金融商品取引法改正 

 

平成 25 年 

（2013） 

☆美白化粧品による白斑トラ

ブル発覚 

☆メニュー表示等の不正事案

多発 

☆冷凍食品の農薬混入事案発

覚 

○食品表示法制定 

○食品衛生法，ＪＡＳ法，健

康増進法，消費者契約法改正 

○消費税転嫁対策特別措置法

制定 

○消費者の財産的被害の集団

的な回復のための民事の裁判

手続の特例に関する法律制定 

 

平成 26 年 

（2014） 

☆消費期限切れ食肉販売問題

発覚 

○特定商取引法改正 

○景品表示法改正 

○消費者安全法改正 

 

平成 27 年 

（2015） 

☆マイナンバー制度開始 ◎「消費者基本計画」策定 

●消費者ホットライン「１８

８」の三桁化 

●越境消費者センターが消費

者庁から国民生活センターに

移管 

◎「広島県消費者基本計画」

（第２次）策定 

平成 28 年 

（2016） 

☆電力小売の自由化スタート

に伴う便乗商法多発 

○消費者契約法改正 

○特定商取引法改正 

○広島県消費生活条例一部改

正 

平成 29 年 

（2017） 

☆格安旅行会社の経営破綻 ○国民生活センター法改正  

平成 30 年 

（2018） 

☆オーナー商法，シェアハウ

ス投資でのトラブル多発 

☆仮想通貨の不正流出事件 

○民法改正 

●訪日観光客消費者ホットラ

イン開設 

 

令和元年 

（2019） 

☆改元に便乗した消費者トラ

ブル発生 

〇食品ロスの削減の推進に関

する法律制定 
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○写  
消  生  第  1３３号 

令和元年 11 月 26 日 

 

 

広島県消費生活審議会会長 様 

 

 

広   島   県   知   事 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

消 費 生 活 課 

 

 

「広島県消費者基本計画（第 3 次）」の策定について（諮問） 

 

このことについて，広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例（昭和 51 年広島

県条例第 1 号）第 7 条の規定に基づき，次のとおり貴審議会の意見を求めます。 

 

１ 諮問事項 

  「広島県消費者基本計画（第 3 次）」の策定について 

 

２ 諮問の理由 

  広島県は，広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例に基づき，広島県消費者

基本計画（第 2 次）（以下「計画」という。）を平成 27 年 3 月に策定し，県民の消費生

活の安定及び向上を促進するための施策を総合的に実施しております。 

  計画の期間が令和元年度末で終了するため，令和 2 年度以降の「広島県消費者基本計

画（第 3 次）」の策定にあたり，社会経済情勢等の変化を踏まえ，今後，県が消費者行

政を推進するために重点的に取り組むべき事項，具体的施策の方向等について，貴審議

会の意見を求めるものです。 

  また，「広島県消費者基本計画（第 3 次）」は，「消費者教育の推進に関する法律第 10

条第 1 項」に基づく県の消費者教育推進計画としても位置付けることとし，併せて，意

見を求めるものです。 

策定経緯 
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○写  
令和 2 年 3 月 30 日 

 

広島県知事 湯 﨑 英 彦 様 

 

広島県消費生活審議会 

会長 豊 田 博 昭 

 

広島県消費者基本計画（第 3 次）の策定について（答申） 

 

令和元年 11 月 26 日付け消生第 133 号で広島県知事から広島県消費生活審議会に諮問

のあった広島県消費者基本計画（第３次）の策定については，審議会において３回にわ

たり，審議を重ねてまいりました。 

その中で，広島県消費者基本計画（第２次）の検証結果や社会経済情勢の変化から生

じる新たな課題について議論するとともに，今後５年間で注力して取り組んでいく必要

がある項目や目指す姿，その実現に向けた取組の方向等について審議を行い，提案を行

ってきたところです。 

本計画案は，これまで審議会で審議し，提案した内容が盛り込まれており，今後の広

島県の消費者行政の指針を示すにふさわしいものになっていると考えます。 

よって，広島県で取りまとめられた「広島県消費者基本計画（第３次）（案）」につい

て，適当と認め，ここに答申します。 

なお，本計画の推進に当たっては，県庁を挙げて，関係機関・団体と連携・協働し，

基本理念に掲げる「消費者被害のない広島県の実現」をめざしていかれますことを期待

いたします。 
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計画の策定経過 

令和元（２０１９）年 

   １０月１８日 広島県議会生活福祉保健委員会（計画策定について） 

   １１月１９日 広島県議会生活福祉保健委員会（現行計画の検証について） 

   １１月２６日 第５４回広島県消費生活審議会（諮問） 

   １２月１２日 広島県議会生活福祉保健委員会（計画骨子案について） 

   １２月２４日 関係団体等との意見交換会 

 令和２（２０２０）年 

    １月 ９日 第５５回広島県消費生活審議会（計画骨子案の審議） 

    ２月１９日 広島県議会生活福祉保健委員会（計画素案について） 

    ２月１９日～３月１８日 パブリックコメント（県民意見募集）の実施 

    ２月２５日 第５６回広島県消費生活審議会（計画素案の審議） 

３月 ５日 広島県議会生活福祉保健委員会（計画素案の集中審議） 

３月１６日   広島県消費生活審議会（書面審査） 

３月 30 日 答申 

３月末  計画策定 

 

 

県民意見募集（パブリックコメント）の実施 

「広島県消費者基本計画（第３次）（案）」を公表し，意見募集を実施したところ， 

２３件（５人・３団体）の御意見をいただきました。 

実施期間 令和２年２月１９日（水）～３月１８日（水） 

公表場所 
県ホームページ，広島県消費生活課， 

広島県行政情報コーナー，各総務事務所（支所） 

受付方法 郵便，ファクシミリ，電子メール，電子申請 

御意見のあった主な項目 

・県市町の消費生活相談窓口体制 

・外国人や高齢者等の配慮を必要とする人への支援 

・事業者指導の強化 等 
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広島県消費生活審議会委員名簿 

区分 氏 名 所 属 機 関 名 等 

学
識
経
験
者 

田中由美子 九州女子大学家政学部准教授 

冨永 六郎 広島県立海田高等学校長 

豊田 博昭 広島修道大学法学部特任教授（会長） 

長井 貴義 弁護士（会長職務代理者） 

林  仁志 中国新聞社編集委員 

横田 明子 広島大学大学院教育学研究科名誉教授 

消
費
者
代
表 

石橋 奉功 公益社団法人全国消費生活相談員協会消費生活専門相談員 

岩永 昌子 広島県生活協同組合連合会理事（Ｒ2.1.22 から） 

衣笠 正純 社会福祉法人広島県社会福祉協議会常務理事兼事務局長 

竹下 純子 広島県地域女性団体連絡協議会理事 

寺岡 菊恵 公益社団法人広島消費者協会理事 

門田 陽子 広島県生活協同組合連合会コープ･アドバイザー（Ｒ2.1.21 まで） 

山田 洋子 広島県ＰＴＡ連合会副会長 

事
業
者
代
表 

石井 正朗 広島県商工会連合会専務理事 

植野実智成 広島県商工会議所連合会幹事長（Ｒ2.1.22 から） 

大西 淑子 広島県訪問介護事業連絡協議会副会長 

滝村 勝博 一般社団法人広島県生活衛生同業組合連合会副会長 

谷村 武士 広島県商工会議所連合会幹事長（Ｒ2.1.21 まで） 

豊田 哲也 全国農業協同組合連合会広島県本部副本部長 

市
町
代
表 

明岳 周作 広島県市長会（江田島市長） 

小坂 眞治 広島県町村会（安芸太田町長） 

 


